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 解 説  

 

１．ベトナムにおける輸出加工企業 

(1) 輸出加工企業について 

ベトナムでは加工貿易を行う企業は、輸出加工企業（EPE：Export Processing 

Enterprise)と呼ばれています。 

輸出加工企業は、①輸出加工区（EPZ：Export Processing Zone)に設立されてい

るか、②工業団地内に設立されているが、輸出加工企業ライセンスを取得した企業

が該当します。 

 

(2) 輸出加工企業の特徴 

輸出加工企業は、輸出入関税および付加価値税(VAT)が保税措置とされるため、

税コスト面で有利です。 

輸出加工企業の種類として、原材料・製品を無償で支給され、それを加工し輸出

することで加工賃のみが支払われる形態と、原材料・製品は売買契約に基づき輸入

され、それを輸出して輸出額が支払われる形態の２種類があります。それぞれ中国

における加工貿易の来料加工と進料加工に似ています。 

ベトナムにおいては、加工貿易のライセンス上では、上述の加工賃の支払い、売

買による入出金双方が可能です。 

 

２．輸出加工企業のオペレーション 

(1) 輸出加工企業によるベトナム国内での材料調達 

イ．他の輸出加工企業から購入する場合 

輸出加工企業が、ベトナム内の他の輸出加工企業から材料等を購入する場合、 

Ｑ． 

 当社はベトナム企業との間で加工貿易をしたいと考えています。ベトナムで

の加工貿易の制度について教えてください。（製造業） 

 

Ａ 

 ベトナムでは加工貿易をする企業は輸出加工企業（EPE）と呼ばれており、輸

出加工区かまたはライセンスを取得して工業団地内に設立されています。加工

するための材料については輸入時の関税及び付加価値税は保税となるため、税

コスト面で有利であるため、当該ベトナム企業と取引する際は先方が EPE に該

当するか事前に確認することをお勧めします。 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/46_Vietnam_AddedProfitTrade.pdf

